
◎
温
泉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

（
温
泉
の
成
分
等
の
掲
示
）

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

源
泉
名

二

温
泉
の
泉
質

三

源
泉
及
び
温
泉
を
公
共
の
浴
用
又
は
飲
用
に
供
す
る
場
所
に
お
け
る
温
泉
の
温
度

四

温
泉
の
成
分

五

温
泉
の
成
分
の
分
析
年
月
日

六

登
録
分
析
機
関
の
名
称
及
び
登
録
番
号

七

温
泉
に
水
を
加
え
て
利
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由
及
び
水
道
水
、
井
戸
水
等
の
別

八

温
泉
に
入
浴
剤
又
は
殺
菌
剤
を
添
加
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
添
加
し
た
物
質
の
名
称
及
び
そ
の
理
由

九

温
泉
を
加
温
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由

十

浴
槽
等
の
温
泉
利
用
施
設
で
使
用
さ
れ
た
温
泉
を
再
び
浴
槽
等
の
温
泉
利
用
施
設
で
使
用
す
る
場
合
は
、

そ
の
旨
及
び
ろ
過
の
実
施
の
有
無
並
び
に
そ
の
理
由

十
一

浴
用
又
は
飲
用
の
禁
忌
症

十
二

浴
用
又
は
飲
用
の
方
法
及
び
注
意

資料２


